
雑がみの分別に
ご協力をお願いします！

♦分別して「資源物」として
出すことにより、新たな
製品に生まれ変わります。

「雑がみ」とは、新聞・雑誌・段ボール、
紙パック以外の、リサイクルできる紙
のことです。

～ 雑がみの出し方 ～

①紙袋や雑がみリサイクル袋に入れる。

※ひもでしばって出してください。紙袋には
「雑がみ」と書いてください。紙袋の持ち手が
紙以外の場合は、取り外してください。

②ひもで束ねる。

雑がみリサイクル袋の作り方は ⇒

白井市 環境課きれいなまちづくり係 ☎492-1111（代表）

雑がみリサイクル袋



紙袋・包装紙お菓子・ティッシュ
などの紙箱

メモ・付箋・
割箸袋

封筒・はがき
（圧着はがきは除く）

カレンダー

トイレットペーパー
やラップの芯

コピー用紙・
ノート

シュレッダー
した紙

汚れた紙
（ティッシュなど）

食品残渣物の
ついた紙

防水加工された紙
（紙コップ、カップ麺
の容器など）

においの付いた紙
（洗剤など）

アルバムや写真

レシート・感熱紙

宅配便の伝票

※ビニールや金属部分は取り外してください。

他にも
・金紙、銀紙
・シール
・アイロンプリント紙
なども含みます

※個人情報等は、マジックで
塗りつぶすか、切り取って捨
ててください。


